
1　補正予算

（単位：千円）

2　補正予算の内訳

○　一般会計

（A）新型コロナウイルス感染症に関するもの

　　衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

（B）繰越明許費

　　追加

　　新型コロナウイルスワクチン接種事業 限度額

（C）債務負担行為

　　追加

　　新型コロナウイルスワクチン接種事業 期間（R2～R3） 限度額

報第１号 (1)

財 政 課

令和2年度　三原市一般会計補正予算（第10号）の概要

区 分 補 正 前 補 正 額 補 正 後

一 般 会 計 65,592,740 116,000 65,708,740

特 別 会 計 23,371,735 － 23,371,735

企 業 会 計 12,268,589 － 12,268,589

計 101,233,064 116,000 101,349,064

(116,000 千円）

116,000 千円

116,000 千円

700,000 千円



 

保健福祉課  

衛生費 保健衛生費 

新型コロナウイルスワクチン接種事業費【116,000千円】 

   

１ 接種概要 

  (1)  対象 

     65歳以上の者は令和3年1月1日現在，65歳未満の者は令和3年4月1日現在に

おいて，住民基本台帳に記載されている者。 

 (2) 実施方法 

     三原市医師会及び民間事業者への委託等（接種回数は2回）。 

   (3) 実施場所 

接種希望者は，原則，住民票所在地の市が設置する会場又は医療機関。 

    (4) 予約方法 

     接種希望者は，予防接種券及び予診票が届いた後，予約コールセンター又

は医療機関へ連絡し，接種日等の予約を行う。 

 

 ２ 接種順位 

    

  

 

    

  

 

   

 

 

 

 

 

順位 対象者 

１ 
医療従事者等(救急隊員等及び保健所職員等を含む) 

※広島県が接種体制の構築を行う。 

２ 高齢者(65歳以上) 

３ 基礎疾患を有する者，高齢者施設等で従事する者 

４ 60歳～64歳の者 

５ 上記以外の者 

報第１号(2) 



 

３ スケジュール（予定） 

   (1) 令和3年3月上旬 予防接種券等発送(高齢者(65歳以上)) 

              予約コールセンター設置 

      (2) 令和3年3月下旬 接種開始(高齢者(65歳以上)) 

      (3)  令和3年4月上旬 予防接種券等発送(65歳未満※) 

      ※ワクチン供給量等を踏まえ，順次接種 

 

４ 接種スケジュールイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

５ 繰越明許費補正 

   (1) 繰越額 116,000千円 

 

６ 債務負担行為補正 

   (1) 限度額 700,000千円 

   (2) 期間  令和3年度まで 

 

報第１号(3) 

医療従事者等 

への接種 

65 歳以上の 

高齢者への接種 

基礎疾患を有す

る者への接種 

高齢者施設等の

従事者への接種 

60 歳～64 歳の 

者への接種 

上記以外の 

者への接種 

2 月   3 月    4 月   5 月   6 月   7 月   8 月   9 月   10 月 

高齢者への 

予防接種券等 

送付 

高齢者以外への 

予防接種券等 

送付 



報第１号　　令和２年度　三原市一般会計補正予算（第１０号）

（繰越明許費補正）

単位　千円

完 成 年 月

（ 予 定 ）

4 衛 生 費 1 保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 116,000 国の補正予算による事業のため R4年3月

理 由事 業 名款 金 額項


